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ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
職
場
ト
イ
レ
使
用
と
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

山

﨑

文

夫

は
じ
め
に

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
性
自
認
に
合
っ
た
職
場
ト
イ
レ
使
用
と
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
問
題
に
つ
い
て
、
わ
が
国
で
は
、

こ
れ
を
直
接
規
制
す
る
法
律
は
な
く
、
判
例
も
二
事
件
三
例
し
か
な
く
、
立
法
・
判
例
の
行
方
も
定
か
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
議
論
が
先

行
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
裁
判
所
と
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
を
素
材
に
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
、
わ
が
国
判
例
を
め
ぐ
る
議
論
に
検
討
の

視
点
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

は
じ
め
に

一

ア
メ
リ
カ
判
例
の
状
況

二

イ
ギ
リ
ス
判
例
の
状
況

三

わ
が
国
判
例
の
状
況

む
す
び
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一

ア
メ
リ
カ
判
例
の
状
況

バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
大
統
領
就
任
式
の
二
〇
二
一
年
一
月
二
〇
日
、
性
自
認
又
は
性
的
指
向
に
基
づ
く
差
別
防
止
及
び
取
組
み
に
関

す
る
大
統
領
命
令
を
発
し
、
第
一
節
・
ポ
リ
シ
ー
で
、「
子
ど
も
た
ち
は
、
ト
イ
レ
、
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
又
は
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
ア
ク
セ
ス

を
拒
絶
さ
れ
る
か
否
か
を
心
配
す
る
こ
と
な
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し（
1
）た。
こ
れ
は
、
一
九
七
二
年
教
育
改
正

法
第
九
編
下
の
出
生
性
と
異
な
る
性
自
認
を
持
つ
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
の
性
自
認
に
合
っ
た
施
設
等
使
用
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

命
令
は
、
労
働
者
が
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
や
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
解
雇
は
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
七

編
の
禁
止
す
る
性
差
別
に
当
た
る
と
す
る
ボ
ス
ト
ッ
ク
事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
（
二
〇
二
〇
・
六
・
一
五
）
を
受
け
た
も
の
で
も
あ
る（
2
）が、

判
決
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
ト
イ
レ
や
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
・
ア
ク
セ
ス
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
お
り
、
第
七
編
の
履

行
執
行
機
関
で
あ
る
雇
用
機
会
均
等
委
員
（
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
）
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
文
書
も
そ
れ
を
確
認
し
て
い（
3
）る。

1

ト
イ
レ
使
用
と
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

判
例
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
性
自
認
ト
イ
レ
使
用
は
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
る
と
の
主
張
に
、
性
自
認
ト
イ

レ
の
通
常
の
使
用
（norm

al
use

）
は
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
と
解
す
る
。

ク
ル
ー
ザ
ン
対
第
一
特
別
学
校
区
事
件
第
八
巡
回
区
控
訴
裁
判
決
（
二
〇
〇
二
・
六
・
二
〇
）（
4
）は、
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク

ー
ル
女
性
教
師
Ｘ
が
、
学
校
区
の
関
係
者
協
議
と
異
な
り
、
学
校
区
が
性
自
認
女
性
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー（M

T
F=
M
ale-To-Fem

ale

）

同
僚
Ｄ
に
女
性
ト
イ
レ
使
用
を
許
し
た
こ
と
に
よ
り
、
性
及
び
信
条
に
基
づ
く
差
別
を
受
け
た
な
ど
と
第
七
編
に
基
づ
き
提
訴
し
た
事
件
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で
あ
る
（
性
別
変
更
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
州
法
制
定
前
。
Ｄ
は
性
別
適
合
手
術
を
受
け
て
お
ら
ず
既
婚
二
子
）。

判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
敵
対
的
職
場
環
境
に
基
づ
く
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
申
立
て
を
証
明
す
る
た
め
、
Ｘ

は
、
と
り
わ
け
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
彼
女
の
雇
用
条
件
又
は
特
権
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
は
、
雇
用
条
件
を
変
更
し
、
か
つ
濫
用
的
職
場
環
境
を
創
出
す
る
ほ
ど
重
大
又
は
蔓
延
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
、
Ｘ
は
、
学
校
が
『
差
別
的
な
脅
迫
、
愚
弄
及
び
侮
辱
』
に
満
ち
満
ち
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
当
裁
判
所
は
、
状
況
全
体
を
考
慮
し
、
合
理
的
人
間
が
環
境
を
敵
対
的
又
は
濫
用
的
と
み
な
す
か
否
か
検
討
す
る
。
当

裁
判
所
は
、
Ｘ
は
、
Ｄ
に
女
性
ト
イ
レ
使
用
を
許
し
た
学
校
区
ポ
リ
シ
ー
が
こ
の
レ
ベ
ル
に
及
ぶ
職
場
環
境
を
創
出
し
た
こ
と
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
の
地
裁
判
断
に
同
意
す
る
。
ポ
リ
シ
ー
は
Ｘ
宛
の
も
の
で
は
な
く
、
Ｘ
は
Ｄ
が
使
用
す
る
ト
イ
レ
以
外
の
多

く
の
ト
イ
レ
に
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
た
。
Ｘ
は
、
Ｄ
が
た
だ
女
性
ト
イ
レ
に
い
た
こ
と
以
上
の
不
適
切
な
行
為
を
し
た
と
は
主
張
し
て

い
な
い
。
状
況
全
体
を
考
慮
し
、
当
裁
判
所
は
合
理
的
人
間
が
環
境
を
敵
対
的
又
は
濫
用
的
と
み
な
さ
な
い
と
結
論
す
る
。」

ド
ー
対
ボ
イ
ヤ
ー
タ
ウ
ン
地
区
学
校
区
事
件
第
三
控
訴
裁
判
決
（
二
〇
一
八
・
五
・
二
四
）（
5
）は、
教
育
改
正
法
第
九
編
に
基
づ
き
、
Ｘ

ら
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
の
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
（
身
体
と
性
自
認
が
一
致
す
る
）
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
男
女
学
生
四
名
が
、
二
〇
一
七
年
、
ト
ラ

ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
（
一
八
歳
未
満
適
合
手
術
不
可
）
に
性
自
認
に
合
っ
た
ト
イ
レ
等
使
用
を
認
め
出
生
性
施
設
使
用
は
認
め
な
い
学

校
区
措
置
の
差
止
を
求
め
た
も
の
で
あ（
6
）る。
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
法
理
は
、
第
七
編
と
同
じ
で
あ
る
。

判
決
は
、「
第
九
編
は
『
敵
対
的
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
』
の
訴
因
を
支
持
す
る
。
か
か
る
申
立
て
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
Ｘ
ら
は
、

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
〔
彼
又
は
彼
女
〕
が
施
設
の
資
源
及
び
機
会
へ
の
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
実
際
に
拒
絶
さ
れ
る
ほ
ど
重

大
、
蔓
延
的
又
は
客
観
的
に
敵
対
的
で
、
か
つ
『
被
害
者
の
教
育
上
の
経
験
を
害
し
、
損
な
う
』
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
敵
対
的
環
境
型
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
申
立
て
を
裏
付
け
る
た
め
、
Ｘ
ら
は
、
加
害
行
為
が
彼
又
は
彼
女
の
性
の
ゆ
え
に
生
じ
た
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と
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
し
た
。

判
決
は
、「
ク
ル
ー
ザ
ン
判
決
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
個
人
が
ト
イ
レ
に
い
る
こ
と
は
、
同
人
が
『
単
に
女
性
ト
イ
レ
に
い
た
と

い
う
以
外
の
不
適
切
な
行
為
を
し
た
』
と
の
証
拠
が
な
い
の
で
敵
対
的
環
境
を
創
出
し
な
い
と
判
示
す
る
。
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人

が
ト
イ
レ
に
い
る
こ
と
は
、
第
七
編
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
申
立
て
を
裏
付
け
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
『
差
別
的
な
脅
迫
、
愚
弄
及
び
侮
辱
に

満
ち
た
』
環
境
を
創
出
し
な
い
の
で
あ
る
。
当
裁
判
所
は
〔
ク
ル
ー
ザ
ン
事
件
〕
第
八
巡
回
区
控
訴
裁
の
判
断
に
同
意
す
る
。
す
で
に
指

摘
し
た
よ
う
に
、
Ｘ
ら
の
真
の
異
議
は
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
の
存
在
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
存
在
が
創
り
出
す『
環
境
』

に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
申
立
て
は
、
ト
イ
レ
で
手
を
洗
う
又
は
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
で
着
替
え
る
だ
け
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生

に
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
が
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
さ
れ
る
旨
の
主
張
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
九
編
の
敵
対
的
環
境
申

立
が
で
き
る
行
為
で
は
な
い
。
本
件
地
裁
は
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
申
立
て
を
認
容
し
な
い
と
正
し
く
判
示
し
た
。」
と
し
た
。

ペ
ア
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ー
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
対
ダ
ラ
ス
第
二
学
校
区
事
件
第
九
控
訴
裁
判
決
（
二
〇
一
九
・
七
・
一
一
）（
7
）は、
オ
レ
ゴ
ン

州
の
学
生
、
父
母
、
父
母
団
体
が
、
二
〇
一
七
年
、
性
自
認
男
子
学
生
（
Ｆ
Ｔ
Ｍ
）
に
男
子
ト
イ
レ
等
使
用
を
認
め
る
学
校
区
「
学
生
安

全
プ
ラ
ン
」
施
行
を
禁
止
し
、
同
人
に
出
生
性
施
設
使
用
を
命
じ
る
裁
判
所
命
令
を
求
め
た
も
の
で
あ（
8
）る。

判
決
は
、「
当
裁
判
所
は
、
地
裁
の
判
断
を
支
持
し
、
出
生
時
に
反
対
の
生
物
学
的
性
を
割
り
当
て
ら
れ
た
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
個

人
へ
の
又
は
同
人
に
よ
る
親
密
な
接
触
の
す
べ
て
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
に
〔
憲
法
〕
修
正
一
四
条
の
基
本
的
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
が

存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
示
す
る
。
す
べ
て
の
学
生
を
等
し
く
取
扱
う
ポ
リ
シ
ー
は
、
第
九
編
に
違
反
し
て
性
に
基
づ
い
て
差
別
す

る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
施
設
の
通
常
の
使
用
（norm

al
use

）
は
、
当
人
が
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

提
訴
可
能
な
第
九
編
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
し
た
。

判
決
は
、「
Ｘ
ら
の
主
観
的
考
え
を
信
じ
る
と
し
て
も
、
状
況
全
体
に
お
い
て
、
主
張
さ
れ
た
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
、
第
九
編
の
レ
ベ
ル
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に
至
る
ほ
ど
重
大
、
蔓
延
的
又
は
客
観
的
に
敵
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
Ｘ
ら
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
が
不
適
切
な
コ
メ
ン
ト

を
し
、
Ｘ
ら
を
脅
迫
し
、
意
図
的
に
ヌ
ー
ド
を
見
せ
び
ら
か
し
、
Ｘ
ら
の
身
体
に
触
っ
た
と
主
張
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
Ｘ
ら
は
、
ロ
ッ

カ
ー
及
び
ト
イ
レ
施
設
に
お
い
て
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
が
単
に
存
在
し
た
こ
と
に
よ
り
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
と
感
じ
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
れ
で
は
十
分
で
は
な
い
。
施
設
に
意
図
さ
れ
た
目
的
で
他
の
目
的
な
く
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
人
が
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン

ダ
ー
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
。」
と
し
た
。
判
決
は
、
他
控
訴
裁
も
同
様
の
立
場
と

す
る
。

2

ハ
イ
ス
ク
ー
ル
学
生
へ
の
対
応

⑴

学
校
区
ポ
リ
シ
ー
と
裁
判
所

学
校
区
ポ
リ
シ
ー
は
、
思
春
期
未
成
年
学
生
の
精
神
的
不
安
を
考
慮
し
、
代
替
施
設
が
容
易
に
見
い
だ
せ
る
学
校
内
で
、
負
担
を
負
う

シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
に
も
配
慮
し
て
、
学
校
区
の
裁
量
の
下
に
策
定
さ
れ
る
。
判
例
も
こ
の
認
識
の
下
に
あ
り
、「
裁
判
所
が
学
校
区

ポ
リ
シ
ー
に
つ
い
て
合
格
判
断
す
る
こ
と
や
、
学
校
区
が
公
教
育
機
関
と
し
て
ど
の
よ
う
に
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て

判
断
す
る
こ
と
は
、
そ
の
役
割
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
お
く
。
裁
判
所
は
、
学
校
区
ポ
リ
シ
ー
が
第
九
編
や
Ｘ
ら
の
憲
法
上
の
権
利
を

侵
害
す
る
か
否
か
を
解
決
す
る
た
め
に
の
み
申
立
て
ら
れ
る
」
と
す
る
（
ペ
ア
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ー
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
事
件
等
）。

⑵

ホ
イ
ッ
タ
カ
ー
事
件

ホ
イ
ッ
タ
カ
ー
対
ケ
ノ
ー
シ
ャ
第
一
統
合
学
校
区
教
育
委
員
会
事
件
第
七
控
訴
裁
判
決
（
二
〇
一
七
・
五
・
三
〇
）（
9
）は、
ウ
ィ
ス
コ
ン

シ
ン
州
の
Ｆ
Ｔ
Ｍ
学
生
Ｘ
が
、
二
〇
一
六
年
、
Ｘ
に
女
子
ト
イ
レ
又
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
・
ト
イ
レ
の
み
使
用
を
認
め
る
学
校

区
ポ
リ
シ
ー
に
対
し
、
男
子
ト
イ
レ
使
用
を
認
め
る
暫
定
的
差
止
命
令
を
求
め
た
こ
と
に
、
Ｘ
は
回
復
不
能
な
損
害
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
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り
数
か
月
の
Ｘ
の
男
子
ト
イ
レ
使
用
に
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
な
ど
と
し
て
暫
定
的
差
止
を
認
め
た
。

⑶

ド
ー
事
件

判
決
は
、
次
の
よ
う
に
事
実
認
定
し
た
。「
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
は
、
二
〇
一
六
年
に
ポ
リ
シ
ー
を
変
更
し
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生

に
そ
の
性
自
認
に
合
っ
た
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
等
の
使
用
を
は
じ
め
て
認
め
た
。
こ
の
ポ
リ
シ
ー
を
始
め
る
に
当
た
り
、
同
校
は
、
学
生
の

特
定
分
析
を
含
む
非
常
に
注
意
深
い
プ
ロ
セ
ス
を
と
っ
た
。
許
可
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
与
え
ら
れ
た
。

学
校
区
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
主
張
す
る
学
生
に
、
訓
練
さ
れ
か
つ
こ
の
問
題
に
関
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
を
有
す
る
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
と
面
談
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
、
別
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
校
長
及
び
学
校
運
営
者
と
し
ば
し
ば
相
談
し
た
。
ト

ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
が
彼
又
は
彼
女
の
性
自
認
に
合
っ
た
ト
イ
レ
等
使
用
を
認
め
ら
れ
た
場
合
も
、
当
該
学
生
は
そ
の
施
設
の
み
使

用
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
。
同
学
生
は
出
生
性
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

同
校
は
、
い
く
つ
か
の
マ
ル
チ
ユ
ー
ザ
ー
・
ト
イ
レ
を
有
す
る
。
そ
の
各
々
は
個
別
ト
イ
レ
仕
切
り
を
有
す
る
。
加
え
て
、
同
校
は
、

時
間
帯
に
よ
り
す
べ
て
の
学
生
が
使
用
で
き
る
四
〜
八
の
シ
ン
グ
ル
ユ
ー
ザ
ー
・
ト
イ
レ
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
四
つ
は
常
時
学
生

が
使
用
で
き
た
。

ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
は
、
共
同
部
分
、
私
的
な『
チ
ー
ム
ル
ー
ム
』及
び
シ
ャ
ワ
ー
施
設
で
構
成
さ
れ
る
。
約
二
年
間
か
け
、
同
校
は
ロ
ッ

カ
ー
ル
ー
ム
を
改
修
し
た
。『
ギ
ャ
ン
グ
シ
ャ
ワ
ー
』
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
カ
ー
テ
ン
付
シ
ン
グ
ル
ユ
ー
ザ
ー
・
シ
ャ
ワ
ー
に
換
え
ら
れ

た
。
学
生
は
体
育
時
間
前
に
運
動
着
に
着
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
校
は
、
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
で
着
替
え
る
こ
と
を
学
生
に
要
求

し
て
い
な
い
。
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
で
着
替
え
た
く
な
い
学
生
は
、
個
人
的
に
シ
ン
グ
ル
ユ
ー
ザ
ー
施
設
、
シ
ャ
ワ
ー
区
切
り
又
は
チ
ー
ム

ル
ー
ム
で
着
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」

判
決
は
、
理
由
の
詳
細
は
省
く
が
、「
学
校
区
は
、
現
実
的
な
諸
問
題
に
立
ち
向
か
お
う
と
試
み
、
誰
で
も
が
学
び
か
つ
成
長
で
き
る
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安
全
か
つ
敬
意
の
あ
る
環
境
を
維
持
す
る
た
め
に
誠
実
に
義
務
を
果
た
し
、
非
常
に
思
慮
深
く
か
つ
注
意
深
く
策
定
さ
れ
た
ポ
リ
シ
ー
を

制
定
し
た
。」
と
学
校
区
の
対
応
を
評
価
し
た
。

⑷

ペ
ア
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ー
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
事
件

判
決
は
、
次
の
よ
う
に
事
実
認
定
し
た
。「
二
〇
一
五
年
九
月
、
生
物
学
的
に
女
性
だ
が
広
く
少
年
と
認
め
ら
れ
て
い
る
ハ
イ
ス
ク
ー

ル
学
生
が
、
学
校
管
理
者
に
男
子
ト
イ
レ
及
び
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
使
用
を
認
め
る
よ
う
要
求
し
た
。
被
告
ダ
ラ
ス
第
二
学
校
区
…
…
は
、

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
人
が
学
校
生
活
に
安
全
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
少
年（「
学
生
Ａ
」）及
び
将
来
同
様
の

要
求
を
す
る
学
生
の
た
め
に
『
学
生
安
全
プ
ラ
ン
』
を
策
定
実
施
す
る
こ
と
で
応
え
た
。

プ
ラ
ン
は
、
Ａ
が
『
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
男
性
』
で
あ
る
と
認
め
、
同
校
で
同
級
生
と
一
緒
に
男
子
施
設
を
使
用
す
る
こ
と
を
認
め

た
。
プ
ラ
ン
は
、
ま
た
、
Ａ
が
『
使
用
し
や
す
い
と
感
じ
る
ト
イ
レ
』
を
指
定
し
て
い
な
い
が
、
Ａ
は
『
同
人
が
性
的
に
自
認
す
る
建
物

内
の
ト
イ
レ
を
使
用
』
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
る
。
加
え
て
、
Ａ
の
安
全
確
保
の
た
め
、
プ
ラ
ン
は
、
す
べ
て
の
ス
タ
ッ
フ
が
第

九
編
に
関
す
る
教
育
訓
練
を
受
け
、
教
員
が
い
じ
め
及
び
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
禁
止
を
教
え
る
こ
と
、
体
育
教
員
が
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
に
最
初

に
入
り
最
後
に
離
れ
る
こ
と
、
及
び
Ａ
の
ロ
ッ
カ
ー
は
コ
ー
チ
室
の
体
育
教
員
サ
イ
ト
に
直
接
接
続
し
て
い
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
プ
ラ

ン
は
、
ま
た
、
Ａ
が
懸
念
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
『
安
全
担
当
者
』
を
リ
ス
ト
化
し
て
い
る
。

Ａ
は
、
男
子
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
を
使
い
始
め
、『
男
子
学
生
が
い
る
が
』
着
替
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
何
人
か
の
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
少

年
に
『
恥
辱
、
屈
辱
、
不
安
、
恐
怖
、
心
労
及
び
ス
ト
レ
ス
』
を
生
じ
さ
せ
た
。
彼
ら
は
、
体
育
授
業
の
た
め
に
着
替
え
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
出
生
時
に
反
対
の
性
と
さ
れ
た
人
が
い
る
間
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ト
イ
レ
個
別
仕
切
り
は
役
に
立
っ
た
が
、

シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
少
年
が
Ａ
に
自
身
を
晒
す
恐
怖
を
軽
減
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
仕
切
り
に
は
す
き
間
が
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て

『
一
部
裸
の
身
体
』
が
『
図
ら
ず
し
て
』
見
え
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
利
用
で
き
る
シ
ン
グ
ル
ユ
ー
ザ
ー
・
ト
イ
レ
は
、
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し
ば
し
ば
使
用
で
き
ず
、シ
ャ
ワ
ー
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
低
評
価
で
あ
っ
た
。Ａ
に
晒
さ
れ
る
恐
怖
の
結
果
、何
人
か
の
シ
ス
ジ
ェ

ン
ダ
ー
少
年
は
、
可
能
な
限
り
同
ト
イ
レ
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
他
の
学
生
は
、
Ａ
が
い
な
い
ト
イ
レ
を
見
つ
け
よ
う
と
休
み
時
間

中
に
遠
く
の
ト
イ
レ
を
使
う
こ
と
に
よ
り
遅
刻
リ
ス
ク
を
負
う
よ
う
に
な
っ
た
。

ダ
ラ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
父
母
及
び
学
生
が
プ
ラ
ン
を
知
っ
た
と
き
、
多
く
は
、
何
度
も
の
学
校
委
員
会
会
合
で
学
校
区
が
そ
れ
を

実
施
し
な
い
よ
う
公
然
と
そ
れ
に
反
対
し
た
。
学
校
区
の
何
人
か
の
父
母
は
、
そ
の
子
ど
も
が
出
生
性
と
は
生
物
学
的
に
反
対
の
性
に
変

更
さ
れ
た
学
生
と
一
緒
に
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
等
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
結
果
を
心
配
し
た
。
プ
ラ
ン
は
、
ま
た
、
何
人
か
の
父
母
の
信

じ
る
慎
み
や
ヌ
ー
ド
に
関
す
る
子
ど
も
の
モ
ラ
ル
や
宗
教
上
の
教
え
に
抵
触
す
る
。
加
え
て
、
何
人
か
の
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
少
女
は
、
生

物
学
的
に
男
性
の
ま
ま
の
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
女
子
学
生
が
女
子
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
等
の
使
用
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
恐
怖
の
結
果
、

ス
ト
レ
ス
と
不
安
に
襲
わ
れ
た
。
少
女
は
保
健
室
で
着
替
え
る
と
い
う
選
択
肢
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
学
校
の
反
対
側
に
あ
る
。」

判
決
は
、
理
由
冒
頭
で
、「
本
件
が
、
多
く
の
人
が
強
い
感
覚
と
信
念
を
有
す
る
深
く
個
人
的
な
問
題
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
思
春
期
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
身
体
的
精
神
的
変
化
は
、
学
生
の
困
難
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
ロ
ッ

カ
ー
ル
ー
ム
で
他
の
学
生
に
身
体
を
晒
す
こ
と
は
、
不
安
の
潜
在
的
源
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
性
同
一
性
障
害
を

感
じ
る
学
生
に
当
て
は
ま
る
。
学
校
区
は
、
す
べ
て
の
学
生
の
ニ
ー
ズ
を
和
解
さ
せ
る
差
別
の
な
い
安
全
か
つ
生
産
的
な
学
習
環
境
を
培

う
た
め
に
、
多
様
な
学
生
（
及
び
父
母
）
の
信
条
及
び
利
益
を
導
く
と
い
う
困
難
な
仕
事
に
直
面
し
て
い
る
。」
と
述
べ
、
理
由
の
詳
細

は
省
く
が
、「
裁
判
所
は
、
ダ
ラ
ス
第
二
学
校
区
策
定
の
学
生
安
全
プ
ラ
ン
は
、
差
別
を
回
避
し
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
の
安
全
と

福
祉
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
第
九
編
又
は
原
告
に
認
め
ら
れ
得
る
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
と
判
断
し
た
。
ト
ラ

ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
が
、
自
認
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
適
合
す
る
学
校
ト
イ
レ
等
を
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
が
使
用
す
る
の
と
同
じ
態
様

で
使
用
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
ポ
リ
シ
ー
は
、
修
正
一
四
条
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
若
し
く
は
父
母
の
権
利
又
は
修
正
一
条
の
〔
宗
教
上
の
〕
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権
利
行
使
の
自
由
に
抵
触
せ
ず
、
第
九
編
の
提
訴
可
能
な
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
も
創
出
し
な
い
。」
と
し
て
学
校
区
の
対

応
を
評
価
し
た
。

⑸

ア
ダ
ム
ス
事
件

ボ
ス
ト
ッ
ク
事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
後
、
ア
ダ
ム
ス
対
セ
ン
ト
ジ
ョ
ー
ン
ズ
郡
教
育
委
員
会
事
件
第
一
一
控
訴
裁
判
決
（
二
〇
二
〇
・

八
・
七
）（
10
）は、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
Ｆ
Ｔ
Ｍ
学
生
Ｘ
が
、
二
〇
一
七
年
、
Ｘ
に
男
子
ト
イ
レ
使
用
を
禁
止
し
女
子
ト
イ
レ
又
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ニ
ュ

ー
ト
ラ
ル
・
ト
イ
レ
使
用
を
認
め
る
学
校
区
ポ
リ
シ
ー
は
、
Ｘ
の
第
九
編
及
び
修
正
一
四
条
（
平
等
保
護
）
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
救
済

を
求
め
た
こ
と
に
つ
き
、
最
高
裁
判
決
に
言
及
し
て
Ｘ
の
救
済
を
認
め
た
が
、
裁
判
長
の
反
対
意
見
が
あ
る
。

⑹

Ｇ
Ｇ
事
件

Ｇ
Ｇ
対
グ
ル
セ
ス
タ
ー
郡
教
育
委
員
会
事
件
第
四
控
訴
裁
判
決
（
二
〇
一
六
・
四
・
一
九
）（
11
）は、
Ｆ
Ｔ
Ｍ
学
生
Ｘ
が
、
二
〇
一
五
年
、

バ
ー
ジ
ニ
ア
州
東
区
地
裁
に
、
男
子
ト
イ
レ
使
用
を
禁
止
す
る
教
育
委
員
会
ポ
リ
シ
ー
の
暫
定
的
差
止
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

地
裁
は
、
第
九
編
実
施
の
た
め
の
連
邦
教
育
省
規
則
「34

C
.F.R
.§106.33

同
等
の
施
設
〔
連
邦
助
成
〕
受
領
者
は
、
性
に
基
づ
き
分

離
し
た
ト
イ
レ
、
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
及
び
シ
ャ
ワ
ー
施
設
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
方
の
性
の
学
生
に
供
さ
れ
る
か
か
る

施
設
は
、
他
の
性
の
学
生
に
供
さ
れ
る
か
か
る
施
設
と
同
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
一
九
七
五
年
施
行
）
に
つ
い
て
、「
学
校
が
性

に
基
づ
い
て
学
生
を
分
離
又
は
別
個
に
取
扱
う
こ
と
を
決
定
す
る
と
き
は
…
…
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
に
そ
の
性
自
認
に
合
っ
た
取

扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
の
同
省
公
民
権
局
解
釈
（
二
〇
一
四
年
）
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
控
訴
裁
は
、
明
白
な
誤
り
や
矛

盾
が
な
い
限
り
同
解
釈
を
尊
重
す
る
と
し
て
こ
れ
を
認
め
、
事
件
を
地
裁
に
差
戻
す
と
と
も
に
地
裁
の
差
止
却
下
を
覆
し
た
。
地
裁
は
、

こ
れ
に
従
い
差
止
を
認
め
た
が
、
教
育
委
員
会
が
上
訴
後
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
に
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
も
と
、

オ
バ
マ
大
統
領
時
代
の
解
釈
を
覆
す
た
め
、
二
〇
一
七
年
二
月
に
司
法
省
公
民
権
局
及
び
教
育
省
に
よ
り
、
教
育
方
針
を
定
め
る
に
当
た



平成法政研究 第26巻第1号 236

り
州
及
び
学
校
区
の
主
要
な
役
割
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
解
釈
が
示
さ
れ
た
た
め
、
最
高
裁
は
、
三
月
六
日
、
事
件
を
控

訴
裁
に
差
戻
し
事
件
確
定
ま
で
Ｘ
の
男
子
ト
イ
レ
使
用
を
禁
止
し
た
。
そ
の
後
Ｘ
が
ハ
イ
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
、
控
訴
裁
（
二
〇
二
〇
・

八
・
二
六
）
は
、
Ｘ
へ
の
名
目
的
賠
償
一
ド
ル
の
支
払
い
を
教
育
委
員
会
に
命
じ（
12
）た（
二
〇
二
一
・
六
・
二
八
上
訴
不
受
理
）。

本
章
冒
頭
の
バ
イ
デ
ン
大
統
領
命
令
は
、
ト
ラ
ン
プ
時
代
の
解
釈
を
覆
す
も
の
だ
が
、
第
七
編
を
含
め
て
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

性
自
認
ト
イ
レ
等
使
用
問
題
は
、
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。

3

使
用
者
の
対
応

ク
ル
ー
ザ
ン
事
件
の
ほ
か
、
カ
ス
ト
ル
対
マ
リ
コ
パ
郡
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
学
校
区
事
件
第
九
控
訴
裁
判
決
（
二
〇
〇
九
・
四
・

一
四
）（
13
）は、
ア
リ
ゾ
ナ
州
の
Ｍ
Ｔ
Ｆ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
Ｘ
が
、
学
生
の
苦
情
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
性
別

適
合
手
術
終
了
を
証
明
す
る
ま
で
女
性
ト
イ
レ
使
用
を
禁
止
す
る
学
校
区
ポ
リ
シ
ー
に
従
わ
ず
契
約
更
新
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
第
七
編

の
性
差
別
に
当
た
る
な
ど
と
二
〇
〇
二
年
に
学
校
区
を
提
訴
し
た
こ
と
に
つ
き
、
学
校
区
は
、
安
全
を
理
由
に
禁
止
し
た
こ
と
を
証
明
し

た
が
、
Ｘ
は
、
そ
れ
が
性
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
証
明
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
。

労
働
安
全
衛
生
基
準
（O

ccupational
Safety

and
H
ealth

Standards
(1910)

）は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「1910.141(c)(1)(i)

本
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
各
性
に
分
離
し
た
ト
イ
レ
室
の
ト
イ
レ
施
設
が
、
本
節
の
表
Ｊ
―

1
〔
被
用
者
数
と
ト
イ
レ
施
設
数
〕

に
従
い
、
す
べ
て
の
職
場
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
性
に
供
さ
れ
る
施
設
数
は
、
施
設
が
供
さ
れ
る
性
の
被
用
者
数
に
基
づ

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ト
イ
レ
室
が
一
時
に
ひ
と
り
し
か
入
れ
ず
、
内
鍵
が
か
か
り
、
か
つ
、
一
便
器
が
あ
る
場
合
は
、
各
性
用
に
分

離
し
た
ト
イ
レ
室
を
供
す
る
必
要
は
な
い
。」

労
働
省
安
全
衛
生
局
（
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ａ
）
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
労
働
者
ト
イ
レ
・
ア
ク
セ
ス
ガ
イ
ド
（
二
〇
一
五
年
）（
14
）で、
労
働
者
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は
そ
の
性
自
認
に
合
っ
た
ト
イ
レ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
原
則
を
述
べ
、
そ
の
使
用
に
性
自
認
の
医
学
的
又
は
法
的

証
明
を
要
し
な
い
モ
デ
ル
を
示
す
が
、
各
州
法
も
企
業
ポ
リ
シ
ー
も
様
々
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
二
月
二
五
日
、
民
主
党
優
位
の
下
院
が

第
七
編
等
差
別
禁
止
法
の
「
性
（sex

）」を
「
性
（
性
的
指
向
及
び
性
自
認
を
含
む
）（sex

(including
sexual

orientation
and
gender

identity)
）」と
改
正
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
平
等
法
案
（E

quality
A
ct
B
ill

）
を
可
決
し
た
が
、
同
党
と
共
和
党
が
各
五
〇
議
席
と

拮
抗
す
る
上
院
で
の
可
決
困
難
な
情
勢
が
指
摘
さ
れ
て
い（
15
）る。

4

小
括

ア
メ
リ
カ
判
例
で
は
、
思
春
期
未
成
年
学
生
の
ト
イ
レ
使
用
に
関
し
て
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
及
び
シ
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
双
方
の

利
益
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
成
年
労
働
者
の
職
場
ト
イ
レ
使
用
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
宗
教
や
信
条
の
保
護
等
の
問
題
が
あ
り
、
判

例
の
行
方
は
定
か
で
は
な
い
。

二

イ
ギ
リ
ス
判
例
の
状
況

1

職
場
ト
イ
レ
使
用
と
性
差
別

職
場
（
衛
生
安
全
福
祉
）
規
則
（T

he
W
orkplace

(H
ealth,

Safety
and

W
elfare)

R
egulations

1992

）は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
二
〇
条
（
ト
イ
レ
）

⑴
適
切
か
つ
十
分
な
ト
イ
レ
が
す
ぐ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
場
所
に
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
／
⑵

⑴
項

の
原
則
に
関
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
い
と
き
、
ト
イ
レ
は
適
切
で
は
な
い
。
／
⒜
ト
イ
レ
室
が
適
切
に
換
気
さ
れ
照
明
が
あ
り
、

⒝
ト
イ
レ
室
及
び
そ
れ
ら
を
含
む
室
が
清
潔
か
つ
適
切
な
条
件
に
維
持
さ
れ
、
か
つ
、
⒞
男
性
用
及
び
女
性
用
に
分
離
さ
れ
た
ト
イ
レ
を
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含
む
室
が
供
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ト
イ
レ
が
内
鍵
の
か
か
る
ド
ア
を
有
す
る
個
室
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。」

ク
ロ
フ
ト
対
ロ
イ
ヤ
ル
・
メ
ー
ル
事
件
控
訴
院
判
決
（
二
〇
〇
三
・
七
・
一
八
）（
16
）は、
性
別
適
合
手
術
待
ち
の
Ｍ
Ｔ
Ｆ
労
働
者
Ｘ
（
既

婚
三
子
）
が
女
性
同
僚
（
宗
教
事
情
あ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
含
む
）
の
反
対
す
る
職
場
女
性
ト
イ
レ
使
用
を
求
め
た
こ
と
に
、
Ｘ
は
手
術
前
あ

る
段
階
ま
で
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
障
害
者
ト
イ
レ
使
用
に
協
議
合
意
（
労
組
職
場
代
表
関
与
）
し
た
と
す
る
雇
用
控
訴
審
判
所

判
決
（
二
〇
〇
二
・
九
・
三（
17
）〇）
を
支
持
し
、
Ｘ
は
男
性
で
そ
の
使
用
を
認
め
な
い
こ
と
は
一
九
七
五
年
性
差
別
禁
止
法
の
差
別
で
は
な

く
使
用
者
は
移
行
状
況
等
に
応
じ
合
理
的
措
置
を
と
っ
た
と
し
て
、
Ｘ
の
主
張
す
る
み
な
し
解
雇
を
否
定
し
た
。

2

信
条
保
護

二
〇
〇
四
年
性
認
定
法
（G

ender
R
ecognition

A
ct
2004

）で（
18
）は、
出
生
証
明
書
の
性
別
変
更
に
適
合
手
術
ま
で
必
要
な
く
、
専
門

医
の
証
明
書
が
あ
れ
ば
法
律
家
及
び
医
師
で
構
成
さ
れ
る
性
認
定
委
員
会
に
申
請
で
き
る
が
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
研
究
員
女
性
Ｘ
が
ツ
イ
ッ

タ
ー
で
、
同
法
を
よ
り
性
自
認
に
基
づ
い
た
も
の
に
す
る
改
正
案
に
反
対
し
、
性
自
認
や
性
表
現
に
関
わ
ら
ず
性
は
変
え
ら
れ
な
い
と
の

意
見
や
生
来
女
性
の
み
使
用
で
き
る
空
間
（w

om
an’s

space

）
の
主
張
を
表
明
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
僚
の
苦
情
を
契
機
に
契
約
更
新

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
二
〇
一
〇
年
平
等
法
の
信
条
差
別
（belief

discrim
ination

）
に
当
た
る
な
ど
と
提
訴
し
た
こ
と
に
、
フ
ォ
ル
ス

テ
イ
タ
ー
対
Ｃ
Ｇ
Ｄ
事
件
雇
用
審
判
所
判
決
（
二
〇
一
九
・
一
一
・
三
一
）（
19
）は、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
が
、
雇
用
上
訴
審
判
所
判
決

（
二
〇
二
一
・
六
・
一
〇
）（
20
）は、
同
法
推
進
機
関
で
あ
る
平
等
人
権
委
員
会
（
Ｅ
Ｈ
Ｒ
Ｃ
）
訴
訟
参
加
の
下
、
Ｘ
の
信
条
は
広
く
共
有
さ

れ
た
も
の
で
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
権
利
を
否
定
す
る
も
の
で
な
く
同
法
で
保
護
さ
れ
る
と
し
、
審
理
を
尽
く
す
た
め
事
件
を
差
し
戻

し
た
。

こ
の
事
件
を
め
ぐ
り
、
小
説
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
の
作
家
Ｊ
・
Ｋ
・
ロ
ー
ロ
ン
グ
が
Ｘ
を
支
持
し
大
き
な
批
判
を
浴
び
た
が
、
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二
〇
二
〇
年
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
首
相
が
同
案
を
取
り
や
め（
21
）た。

3

小
括

イ
ギ
リ
ス
で
も
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
以
外
の
人
の
宗
教
や
信
条
の
保
護
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

三

わ
が
国
判
例
の
状
況

1

職
場
ト
イ
レ
使
用
と
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

⑴

通
常
の
使
用

ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
通
常
の
使
用
が
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
ら
な
い
こ
と
に
関
連
し
て
、
Ｙ
交
通
事
件
（
大
阪

地
決
令
二
・
七
・
二
〇
労
働
経
済
判
例
速
報
二
四
三
一
号
九
頁
）
が
あ
る
。

決
定
は
、
採
用
時
使
用
者
に
性
同
一
性
障
害
と
告
げ
化
粧
し
な
い
で
仕
事
す
る
と
誓
約
し
た
Ｍ
Ｔ
Ｆ
で
適
合
手
術
を
受
け
て
い
な
い
タ

ク
シ
ー
乗
務
員
Ｘ
に
対
す
る
化
粧
禁
止
違
反
を
理
由
と
す
る
就
労
拒
否
に
つ
き
、
身
だ
し
な
み
規
定
に
基
づ
く
制
約
は
業
務
上
の
必
要
性

に
基
づ
く
合
理
的
な
内
容
の
限
度
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
女
性
に
化
粧
を
施
し
た
上
で
乗
務
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
以
上
、
性
別
に

基
づ
い
て
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
必
要
性
や
合
理
性
は
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
渉
外
担
当

が
「
気
持
ち
悪
い
」
な
ど
と
述
べ
た
よ
う
に
一
部
の
者
を
し
て
当
該
外
見
に
対
す
る
違
和
感
や
嫌
悪
感
を
覚
え
さ
せ
る
可
能
性
を
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
同
障
害
を
抱
え
る
者
の
特
徴
と
し
て
外
見
を
可
能
な
限
り
性
自
認
上
の
性
別

で
あ
る
女
性
に
近
づ
け
女
性
と
し
て
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
が
自
然
か
つ
当
然
の
欲
求
で
あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
Ｘ
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に
も
女
性
乗
務
員
と
同
等
に
化
粧
を
施
す
こ
と
を
認
め
る
必
要
性
が
あ
る
と
す（
22
）る。

⑵

ト
イ
レ
使
用

ト
イ
レ
使
用
に
つ
い
て
は
経
済
産
業
省
事
件
（
東
京
高
判
令
三
・
五
・
二
七L

E
X
/D
B
25569720

、
東
京
地
判
令
元
・
一
二
・
一
二

労
働
経
済
判
例
速
報
二
四
一
〇
号
三
頁
）
が
あ（
23
）る。
事
件
は
、
М
Ｔ
Ｆ
で
適
合
手
術
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
が
疾
病
の
た
め
長
期
に

手
術
を
受
け
な
い
職
員
Ｘ
が
、
経
過
措
置
と
し
て
Ｘ
の
同
意
を
得
て
定
め
ら
れ
た
、
他
職
員
へ
の
配
慮
か
ら
Ｘ
の
職
場
階
と
上
下
各
一
階

の
女
性
ト
イ
レ
使
用
を
認
め
ず
職
場
か
ら
二
階
以
上
離
れ
た
女
性
ト
イ
レ
使
用
と
い
う
本
件
ト
イ
レ
処
遇
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
場
階
女
性

ト
イ
レ
使
用
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

同
省
に
は
、
事
務
所
衛
生
基
準
規
則
一
七
条
が
、
人
事
院
規
則
一
〇
―
四（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）一
五
条
を
受
け
た
通
知「
人

事
院
規
則
一
〇
―
四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
の
運
用
に
つ
い
て
」
に
よ
り
各
省
各
庁
の
長
が
講
ず
べ
き
措
置
と
し
て
準
用
さ
れ

る
。
同
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
、
そ
の
内
容
は
、
安
全
衛
生
規
則
六
二
八
条
〔
一
般
規
定
〕
と
同
旨
で
あ（
24
）る。

「
一
七
条
（
便
所
）

事
業
者
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
／
一

男
性
用
と
女
性
用
に
区

別
す
る
こ
と
。
／
二

男
性
用
大
便
所
の
便
房
の
数
は
…
…
。
／
三

男
性
用
小
便
所
の
数
は
…
…
。
／
四

女
性
用
便
所
の
便
房
の
数

は
…
…
。
／
五

便
池
は
…
…
。
／
六

流
出
す
る
清
浄
な
水
を
十
分
に
供
給
す
る
手
洗
い
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
／
2

事
業
者
は
、

便
所
を
清
潔
に
保
ち
、
汚
物
を
適
当
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

地
裁
、
高
裁
と
も
、
調
査
官
が
Ｘ
の
処
遇
を
め
ぐ
る
面
談
で
、
Ｘ
に
、
戸
籍
上
男
性
が
女
性
ト
イ
レ
を
使
用
し
た
場
合
、
当
該
ト
イ
レ

を
使
用
す
る
女
性
職
員
の
了
解
を
得
て
い
な
け
れ
ば
、
同
職
員
か
ら
訴
え
が
あ
っ
た
場
合
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
成
立
す
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
や
、
女
性
ト
イ
レ
使
用
を
認
め
る
民
間
企
業
も
女
性
従
業
員
の
理
解
を
得
る
プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
と
い
う
顧
問
弁
護
士

の
見
解
を
伝
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
調
査
官
は
当
時
の
秘
書
課
と
し
て
の
考
え
方
を
説
明
す
る
過
程
で
飽
く
ま
で
一
般
論
と
し
て
言
及
し
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た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
発
言
に
つ
い
て
、
直
ち
に
Ｘ
の
人
格
権
を
侵
害
し
た
り
Ｘ
に
対
す
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
該

当
す
る
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

本
件
で
は
Ｘ
に
よ
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
争
点
で
は
な
い
が
、
適
合
手
術
を
受
け
て
い
な
い
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が

身
体
の
性
と
異
な
る
ト
イ
レ
を
使
用
し
た
場
合
、
そ
れ
が
通
常
の
使
用
で
あ
れ
ば
違
法
な
そ
れ
に
当
た
ら
な
い
と
は
い
え
、
広
い
意
味
で

の
そ
れ
に
当
た
る
可
能
性
が
大
き
く
、
不
適
切
な
コ
メ
ン
ト
を
し
、
他
者
の
身
体
に
触
る
も
の
な
ど
で
あ
れ
ば
、
他
の
職
員
同
様
、
人
事

院
規
則
や
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
上
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
幅
広
い
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
や
、
不
法
行
為

法
、
刑
事
法
上
の
要
件
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

2

使
用
者
の
対
応

高
裁
は
、
本
件
ト
イ
レ
処
遇
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
性
同
一
性
障
害
者
は
、
か
つ
て
入
学
や
就
職
等
の
場
面
で
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
、

差
別
を
受
け
る
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
性
同
一
性
障
害
者
特
例
法
（
二
〇
〇
三
年
）
は
、
一
定
の
要
件
を
前
提
に
性
別
取
扱
変
更
審
判
を

認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
不
利
益
を
解
消
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の（
25
）で、
そ
の
立
法
趣
旨
及
び
性
別
が
個
人
の

人
格
的
生
存
と
密
接
不
可
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
自
ら
の
性
自
認
に
基
づ
い
た
性
別
で
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
は
、
法
律

上
保
護
さ
れ
た
利
益
で
あ
る
と
し
た
。

判
決
は
、
最
高
裁
判
例
に
従
い
、
公
務
員
が
職
務
上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
を
尽
く
す
こ
と
な
く
漫
然
と
当
該
行
為
を
し
た
と
認

め
得
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
国
家
賠
償
法
一
条
一
項
の
違
法
の
評
価
を
受
け
る
と
の
判
断
枠
組
み
を
示
し
た
う
え（
26
）で、
本
件

で
は
、
Ｘ
の
要
望
を
受
け
た
同
省
と
の
協
議
、
職
員
説
明
会
、
職
員
意
見
聴
取
等
を
経
て
、
Ｘ
が
本
件
ト
イ
レ
処
遇
に
同
意
し
た
も
の
の
、

時
間
が
経
過
し
Ｘ
が
女
性
の
身
な
り
で
勤
務
し
た
期
間
も
長
期
で
、
周
囲
も
Ｘ
の
勤
務
状
況
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
省
が
、
Ｘ
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が
性
自
認
に
つ
い
て
職
員
説
明
会
を
開
催
し
な
い
限
り
処
遇
継
続
す
る
と
す
る
こ
と
が
Ｘ
の
権
利
を
侵
害
し
違
法
と
い
え
る
か
否
か
が
問

題
と
し
た
。

判
決
は
、
同
省
は
、
Ｘ
の
希
望
や
そ
の
主
治
医
の
意
見
も
勘
案
し
た
う
え
対
応
方
針
案
を
策
定
し
、
本
件
ト
イ
レ
処
遇
を
実
施
し
た
の

ち
、
Ｘ
が
適
合
手
術
を
受
け
て
い
な
い
理
由
を
確
認
し
つ
つ
、
性
別
変
更
し
な
い
ま
ま
異
動
し
た
場
合
の
女
性
ト
イ
レ
使
用
等
に
関
す
る

考
え
方
を
説
明
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
現
在
ま
で
同
処
遇
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
、
公
務
員
が
職
務
上
通
常
尽
く
す
べ
き
注
意
義
務
を

尽
く
す
こ
と
な
く
漫
然
と
当
該
行
為
を
し
た
と
認
め
得
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
は
認
め
が
た
い
と
し
た
。
ま
た
、
処
遇
は
著
し
く
不
合

理
で
は
な
く
、
客
観
的
な
事
情
の
変
化
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

地
裁
は
、
処
遇
は
庁
舎
管
理
権
行
使
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
、
個
人
が
自
認
す
る
性
別
に
即
し
た
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
は
重
要
な
法

的
利
益
と
し
て
国
賠
法
上
保
護
さ
れ
る
こ
と
、
女
性
職
員
に
相
応
の
配
慮
も
必
要
だ
が
、
具
体
的
配
慮
の
必
要
性
や
方
法
は
当
該
職
員
に

係
る
個
々
の
具
体
的
事
情
や
社
会
的
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
て
当
否
の
判
断
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
説
示
し
た
う
え
で
、
本
件
に
つ
き
、

同
省
も
女
性
ホ
ル
モ
ン
投
与
に
よ
り
Ｘ
が
女
性
に
性
的
危
害
を
加
え
る
可
能
性
が
客
観
的
に
低
い
状
態
と
把
握
し
た
こ
と
、
当
該
ト
イ
レ

構
造
で
は
利
用
者
が
他
者
に
性
器
等
を
露
出
す
る
事
態
が
考
え
に
く
い
こ
と
、
振
舞
い
等
Ｘ
が
女
性
と
し
て
認
識
さ
れ
る
度
合
い
が
高

か
っ
た
こ
と
、
性
自
認
男
性
の
女
性
ト
イ
レ
使
用
を
認
め
る
民
間
企
業
六
例
を
同
省
も
把
握
し
た
こ
と
、
ト
イ
レ
利
用
を
巡
る
国
民
意
識

や
社
会
の
受
け
止
め
方
の
変
化
な
ど
の
事
情
に
照
ら
せ
ば
、
Ｘ
が
休
職
か
ら
復
職
し
た
平
成
二
六
年
四
月
時
点
で
窃
視
行
為
等
を
疑
わ
れ

る
ト
ラ
ブ
ル
や
Ｘ
が
女
性
ト
イ
レ
を
使
用
す
る
こ
と
に
羞
恥
心
や
違
和
感
を
抱
く
女
性
職
員
と
ト
ラ
ブ
ル
が
生
ず
る
可
能
性
は
抽
象
的
に

と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
等
に
照
ら
す
と
、
同
時
点
に
お
い
て
ト
ラ
ブ
ル
の
お
そ
れ
等
同
省
主
張
の
事
情
を
も
っ
て
法
的
利
益
に
対
す
る
制

約
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
態
に
至
っ
て
お
り
、
庁
舎
管
理
権
行
使
に
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
同

省
が
処
遇
を
継
続
し
た
こ
と
は
注
意
義
務
を
怠
っ
た
も
の
と
し
て
国
賠
法
上
違
法
と
し
た
。
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両
判
決
は
、
個
人
が
自
認
す
る
性
別
に
即
し
た
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
法
的
利
益
と
し
た
が
、
こ
の
法
的
利
益
は
ト

ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
人
が
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
裁
は
、
他
の
職
員
が
有
す
る
性
的
羞
恥
心
や
性
的
不
安
な
ど

の
性
的
利
益
と
も
述
べ
る
。
使
用
者
は
労
働
契
約
上
従
業
員
に
安
全
配
慮
義
務
な
い
し
職
場
環
境
整
備
義
務
を
負
う
の（
27
）で、
そ
の
制
約
に

は
、
関
係
者
協
議
の
上
、
適
合
手
術
を
受
け
て
い
な
い
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
わ
る
性
的
危
害
の
可
能
性
や
、
他
者
の
羞
恥
心
や
違

和
感
か
ら
生
ず
る
ト
ラ
ブ
ル
の
可
能
性
を
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

女
性
の
感
じ
る
羞
恥
心
や
違
和
感
に
つ
い
て
は
、
ト
イ
レ
で
二
人
き
り
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
以
上
、
女
性
社
員
が
従
前
男
性
と

し
て
接
し
て
い
た
社
員
を
装
い
の
変
化
を
根
拠
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
心
理
的
に
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
で
、
適
合
手
術
を
受
け
て
い
な
い

者
に
女
性
ト
イ
レ
使
用
許
可
を
与
え
る
こ
と
は
女
性
の
恐
怖
感
と
犯
罪
行
為
の
お
そ
れ
に
鑑
み
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ（
28
）り、

Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
支
援
弁
護
士
も
心
理
的
抵
抗
を
覚
え
る
女
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
し
な（
29
）い。

こ
の
事
件
は
、性
的
危
害
の
可
能
性
が
低
い
事
案
だ
が
、地
裁
は
、女
性
の
羞
恥
心
や
違
和
感
の
評
価
が
十
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ（
30
）る。

高
裁
は
、
特
例
法
の
趣
旨
・
要
件
を
重
視
し
て
お
り
、
同
省
は
、
他
の
職
員
が
有
す
る
性
的
羞
恥
心
や
性
的
不
安
な
ど
の
性
的
利
益
も
併

せ
て
考
慮
し
、
Ｘ
を
含
む
全
職
員
に
と
っ
て
適
切
な
職
場
環
境
を
構
築
す
る
責
任
を
負
う
と
す
る
。

3

性
別
取
扱
変
更
審
判
を
受
け
た
人
の
ト
イ
レ
使
用

適
合
手
術
と
審
判
を
受
け
て
特
例
法
四
条
に
よ
り
（
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
）
法
令
適
用
上
女
性
に
変
わ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
る
М
Ｔ
Ｆ
の
人
は
、
女
性
ト
イ
レ
使
用
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
Ｘ
が
そ
れ
ら
を
受
け
た
こ
と
を
理

由
と
す
る
会
員
制
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
入
会
拒
否
に
つ
き
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
東
京
高
判
平
二
七
・
七
・
一L

E
X
/D
B
25540642

、
静
岡

地
浜
松
支
判
平
二
六
・
九
・
八
判
例
時
報
二
二
四
三
号
六
七
頁
）
は
、
Ｘ
が
人
格
の
根
幹
部
分
に
関
わ
る
精
神
的
苦
痛
を
受
け
た
と
し
、
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ク
ラ
ブ
主
張
の
Ｘ
の
女
性
浴
室
や
ロ
ッ
カ
ー
ル
ー
ム
使
用
に
伴
う
会
員
の
強
い
不
安
感
や
困
惑
の
危
惧
は
、
Ｘ
使
用
の
際
混
乱
は
な
く
抽

象
的
危
惧
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
。

4

小
括

わ
が
国
で
は
、
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ト
イ
レ
使
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
外
の
人
の
羞
恥
心
や
違
和
感
、
性
的
不
安
、
宗
教
、
信
条

の
保
護
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

む
す
び

性
別
取
扱
変
更
を
受
け
て
い
な
い
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
性
自
認
ト
イ
レ
使
用
は
問
題
状
況
が
米
英
日
で
様
々
で
、
い
ず
れ
も
法
理

形
成
中
だ
が
、
そ
の
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
、
使
用
者
は
、
わ
が
国
の
現
状
で
は
、
関
係
者
と
協
議
の
上
、
当
事
者
の
移
行
状
況
と
法
的

利
益
、
ト
イ
レ
を
使
用
す
る
他
の
従
業
員
、
第
三
者
及
び
施
設
管
理
者
の
法
的
利
益
と
意
向
、
代
替
ト
イ
レ
を
含
む
施
設
の
規
模
・
構
造

及
び
改
修
コ
ス
ト
等
、
各
企
業
の
具
体
的
事
情
に
配
慮
し
て
適
切
に
対
応
す
る
必
要
が
あ（
31
）る。
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ェ
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タ
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論
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ス
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五
号
（
二
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二
一
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）
一
頁
以
下

も
参
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B
ostock

v.
C
layton

C
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中
窪
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也
「
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Ｂ
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（
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Special

School
D
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N
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294
F.3d
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(8
th
C
ir.
2002).

（
5
）

Joel
D
oe
et
al.
v.
B
oyertow

n
A
rea
School

D
istrict

et
al.,
N
o.
17-3113

(3
rd
C
ir.2018).

（
6
）
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
で
は
二
〇
〇
六
年
法
で
出
生
証
明
書
の
性
別
変
更
に
適
合
手
術
ま
で
必
要
な
く
、
性
別
移
行
の
専
門
医
証
明
書
が
あ
れ
ば
州

健
康
政
策
局
に
よ
り
変
更
許
可
さ
れ
る
。

（
7
）

Parents
for
Privacy

et
al.
v.
W
illiam

P.
B
arr,
D
allas

School
D
istrict

N
o.
2
et
al.,
N
o.18-35708

(9
th
C
ir.2020).

（
8
）
オ
レ
ゴ
ン
州
で
はH

ouse
B
ill
2673

(2017)

で
出
生
証
明
書
の
性
別
変
更
に
性
別
適
合
手
術
ま
で
必
要
な
く
、
裁
判
所
命
令
又
は
性
自
認
確
認

書
（
専
門
医
公
正
証
書
）
が
あ
れ
ば
州
健
康
統
計
セ
ン
タ
ー
登
録
所
に
申
請
可
能
。

（
9
）

W
hitaker

v.
K
enosha

U
nified

School
D
istrict

N
o.
1
B
oard

of
E
ducation,

858
F.3d

1034
(7
th
C
ir.
2017).

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
で
は

出
生
証
明
書
の
性
別
変
更
に
性
別
適
合
手
術
が
必
要
。

（
10
）

A
dam
s
v.
School

B
oard

of
St.
Johns

C
ounty,

968
F.3d

1286
(11
th
C
ir.
2020).

フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
出
生
証
明
書
の
性
別
変
更
に
性
別
適

合
手
術
が
必
要
。

（
11
）

G
.G
.[G
avin

G
rim
m
]
v.
G
loucester

C
ounty

School
B
oard,

822
F.3d

709
(2016).

大
林
啓
吾
「
判
批
」
判
例
時
報
二
三
二
二
号
（
二
〇
一

七
年
）
二
五
頁
以
下
、
岡
田
高
嘉
「
判
批
」
県
立
広
島
大
学
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
四
三
頁
以
下
参
照
。
バ
ー
ジ
ニ
ア
州

で
は
一
九
七
九
年
以
来
出
生
証
明
書
の
性
別
変
更
に
性
別
適
合
手
術
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、H

ouse
B
ill
1041

(2020)

に
よ
り
医
師
臨
床
措
置
証

明
書
が
あ
れ
ば
州
登
録
所
に
申
請
可
能
。

（
12
）

G
avin

G
rim
m
v.
G
loucester

C
ounty

School
B
oard,

9
th
C
ir.,
D
ecided:

A
ugust

26,
2020,

no.
19-1952.
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（
13
）

K
astl
v.
M
aricopa

C
ounty

C
om
m
unity

C
ollege

D
istrict,

325
F.
A
pp’x

492
(9
th
C
ir.
2009).

ア
リ
ゾ
ナ
州
で
は
二
〇
〇
六
年
法
で
出
生

証
明
書
の
性
別
変
更
に
性
別
適
合
手
術
又
は
染
色
体
数
の
証
明
が
必
要
だ
が
（A

riz.
R
ev.
State.

§36-337
(A
)
(3)
(2006)

）、
本
件
は
同
法
前
事

件
。

（
14
）

O
SH
A
G
uide

to
R
estroom

A
ccess

for
T
ransgender

W
orkers

(w
w
w
.osha.gov/Publications/O

SH
A
3795,pdf).

（
15
）

H
.R
.5–117

th
C
ongress

(2021-2022):
E
quality

A
ct
(w
w
w
.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5/tex).

「
米
下
院
、
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ

差
別
禁
止
法
案
を
可
決
」
日
本
経
済
新
聞
電
子
版
2
0
2
1
／
2
／
26

6：

49
他
。

（
16
）

Sarah
C
roft
v.
R
oyal

M
ail
plc,
E
ngland

and
W
ales

C
ourt

of
A
ppeal

(C
ivil
D
ivision),

N
eutral

C
itation

N
um
ber:

[2003]
E
W
C
A

C
iv.
1045,

C
ase
N
o.:
A
1/2002/2092.

こ
の
事
件
の
雇
用
審
判
所
及
び
雇
用
控
訴
審
判
所
判
決
に
つ
き
清
水
弥
生
「
判
批
」
労
働
判
例
八
四
九
号

（
二
〇
〇
三
年
）
二
二
頁
参
照
。

（
17
）

M
s.
S.
C
roft
v.
C
onsignia

plc,
E
m
ploym

ent
A
ppeal

T
ribunal,

B
A
IL
II
C
ase
num
ber:

[2002]
U
K
E
A
T
1160_00_3009,

A
ppeal

N
o.

E
A
T
/1160/00.

（
18
）
同
法
成
立
の
経
緯
等
に
つ
き
、
捧
剛
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
性
転
換
者
の
法
的
性
変
更
許
可
制
度
」
國
學
院
法
学
四
八
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）

六
七
頁
以
下
参
照
。

（
19
）

M
aya
Forstater

v.
C
enter

for
G
lobal

D
evelopm

ent,
E
m
ploym

ent
T
ribunal,

L
ondon

C
entral,

13-21
N
ovem

ber
2019,

C
ase
N
o.:

2200909/2019.

（
20
）

M
aya
Forstater

v.
C
D
G
E
urope

and
others,

E
m
ploym

ent
A
ppeal

T
ribunal,

10
June

2021,
A
ppeal

N
o.U
K
E
A
T
/0105/20/JO

J.

（
21
）
そ
の
経
緯
に
つ
き
、
龔
敏
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
『
性
』
関
連
差
別
の
禁
止
」
季
刊
労
働
法
二
七
三
号
（
二
〇
二
一
年
）
九
九
頁
。
労
働
党
下
院

議
員Tonia

A
ntoniazzi

は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
、
二
〇
二
一
年
五
月
一
七
日
下
院
で
、
警
察
は
性
自
認
に
基
づ
き
被
疑
者
の
性
を
記
録
す
る
が
、
二

〇
一
五
年
〜
二
〇
一
九
年
に
女
性
被
疑
者
の
幼
児
性
虐
待
事
件
が
八
四
％
増
加
す
る
等
し
て
お
り
（
女
性
は
性
犯
罪
逮
捕
者
の
三
％
）、
そ
の
理
由

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
加
害
者
及
び
被
害
者
の
性
自
認
に
加
え
両
者
の
生
物
学
的
性
の
記
録
が
必
要
と
主
張
し
た（U

K
Parliam

ent,
H
ansard,

Safe

Streets
For
A
ll,
volum

e
695:

debated
on
M
onday

17
M
ay
2021.

）。

（
22
）
清
水
弥
生
「
判
批
」
先
見
労
務
管
理
二
〇
二
〇
年
一
一
月
一
〇
日
号
五
一
頁
は
、
女
性
の
化
粧
は
年
齢
を
重
ね
る
ほ
ど
必
要
で
、
女
性
と
自
認
し

社
会
で
働
く
中
高
年
に
と
っ
て
化
粧
を
し
な
い
こ
と
は
選
択
肢
の
う
ち
に
な
く
、
Ｘ
〔
一
九
六
〇
年
生
〕
も
同
じ
と
す
る
。

（
23
）
高
裁
に
つ
き
、
竹
内
（
奥
野
）
寿
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
六
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
頁
以
下
、
岡
田
高
嘉
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch

文
献
番
号z18817009‐00‐011922082

（
二
〇
二
一
年
）
が
、
地
裁
に
つ
き
、
宮
崎
由
佳
「
判
批
」
法
律
時
報
二
〇
二
〇
年
一
二
月
号
二
八
一
頁
以
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下
、
名
古
道
功
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
・
令
和
二
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
二
一
年
）
一
七
五
頁
以
下
が
あ
る
。
ト
イ
レ
使
用
に
つ
き
、

М
Ｔ
Ｆ
で
戸
籍
名
変
更
し
た
が
適
合
手
術
を
受
け
て
い
な
い
労
働
者
（
離
婚
）
に
よ
る
①
女
性
服
装
勤
務
、
②
女
性
ト
イ
レ
使
用
、
③
女
性
更
衣
室

使
用
を
認
め
て
ほ
し
い
旨
の
申
出
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
配
転
拒
否
は
懲
戒
解
雇
事
由
に
当
た
る
が
、
配
転
に
従
う
旨
の
本
人

謝
罪
文
提
出
、
使
用
者
の
申
出
不
承
認
回
答
に
具
体
的
理
由
説
明
が
な
い
こ
と
等
を
総
合
す
る
と
、
拒
否
は
重
大
か
つ
悪
質
な
企
業
秩
序
違
反
と
い

え
な
い
な
ど
と
し
て
懲
戒
解
雇
無
効
と
し
た
Ｓ
社
（
性
同
一
性
障
害
者
解
雇
）
事
件
（
東
京
地
決
平
一
四
・
六
・
二
〇
労
働
判
例
八
三
〇
号
一
三
頁
）

が
あ
る
。
同
事
件
に
つ
き
清
水
弥
生
前
掲
「
判
批
」
労
働
判
例
一
四
頁
以
下
、
新
谷
眞
人
「
判
批
」
労
働
法
律
旬
報
一
五
五
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）

二
二
頁
以
下
、
藤
本
茂
「
判
批
」
法
律
時
報
七
五
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
五
頁
以
下
、
小
畑
史
子
「
判
批
」
労
働
基
準
五
五
巻
三
号
（
二

〇
〇
三
年
）
一
八
頁
以
下
、
永
野
仁
美
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
八
九
頁
以
下
参
照
。

（
24
）
労
働
安
全
衛
生
法
七
一
条
の
二
、
四
号
・
快
適
な
職
場
環
境
を
形
成
す
る
た
め
必
要
な
措
置
。

（
25
）
南
野
千
恵
子
監
修
『
性
同
一
性
障
害
者
性
別
取
扱
特
例
法
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
四
年
）
七
五
頁
以
下
。

（
26
）
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
総
論
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
五
四
〇
頁
以
下
は
、
判
決
の
引
用
す
る
昭
和
六
〇
年
の
在
宅
投
票
制
度
立
法
不
作
為

に
関
す
る
国
賠
法
最
高
裁
判
決
の
職
務
義
務
違
反
説
が
、
平
成
五
年
の
所
得
税
更
正
処
分
に
関
す
る
判
決
を
経
て
、
通
常
の
行
政
行
為
一
般
に
つ
い

て
も
採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
。

（
27
）
京
都
セ
ク
ハ
ラ
（
呉
服
販
売
会
社
）
事
件
（
京
都
地
判
平
九
・
四
・
一
七
労
働
判
例
七
一
六
号
四
九
頁
）
は
、
女
性
更
衣
室
盗
撮
に
つ
き
会
社
は

雇
用
契
約
に
付
随
し
て
労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
職
場
環
境
を
整
え
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
。
Ｘ
社
事
件
（
東
京

地
判
平
二
五
・
九
・
二
五
労
働
経
済
判
例
速
報
二
一
九
五
号
三
頁
）
は
盗
撮
防
止
義
務
違
反
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

（
28
）
清
水
弥
生
前
掲
「
判
批
」
労
働
判
例
二
〇
頁
。

（
29
）
寺
原
真
希
子
編
『
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
職
場
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
八
年
）
八
五
頁
。

（
30
）
女
性
の
被
害
申
告
差
し
控
え
が
少
な
く
な
い
セ
ク
ハ
ラ
被
害
の
特
質
に
つ
き
松
本
克
美
「
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
被
害
の
法
心
理
」
立

命
館
法
学
三
九
五
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
三
六
頁
。

（
31
）
お
茶
の
水
女
子
大
学
「
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
受
入
れ
に
関
す
る
対
応
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
九
年
）
も
、
四
・
三
ト
イ
レ
「
ト
ラ
ン

ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
生
の
身
体
・
外
見
・
服
装
・
意
識
は
多
様
で
す
の
で
、
当
事
者
の
出
願
前
事
前
相
談
の
と
き
に
、
大
学
の
施
設
や
設
備
の
状
況
を

説
明
し
、
ど
の
よ
う
に
す
る
か
を
相
談
し
て
決
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。」
と
す
る
。


